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Ⅶ 生活衛生課の業務概要 

 

１ 食品衛生事業 

食品衛生法に基づく 32 業種の食品営業施設の営業許可業務を行った。当管内は東京のベッド

タウンとして大規模団地や住宅地が数多く存在し、食品関係施設としてはスーパーや飲食店が多い

という特徴がある。令和 5 年度営業許可施設総数は 3,907 施設であり、新規営業許可申請数は

649件であった。 

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品機動監視課と連携して千葉県食品衛

生監視指導計画により、年間を通じて飲食店等食品関係施設への立入検査を行った。 

平成 30年 6月に公布され、令和 3年 6月に完全施行された食品衛生法の改正により、ＨＡＣＣ

Ｐに沿った衛生管理が原則として全ての食品等事業者を対象に制度化されたことから、立入検査や

講習会において、ＨＡＣＣＰによる自主衛生管理の導入支援を積極的に行った。 

また、消費者からの食品衛生に関する相談や苦情に応じ、食品関係施設の衛生管理に係る事案及

び食中毒が疑われる患者の発生時には、調査を行い原因究明と健康被害の拡大防止を図った。 

 

 

２ 狂犬病予防事業及び動物愛護管理事業 

（１）犬による侵害防止対策  

動物による危害発生の防止を図るため、管理者のいない犬及び係留されていない飼い

犬について、動物愛護センターと連携して捕獲している。管内での捕獲は令和 3 年度から

令和 5 年度にかけて無かった。  

こう傷事故は、例年 10 から 20 件程度発生し、令和 5 年度は飼い主不明犬によるこう

傷事故はなかったものの、飼い犬による事故が 25 件発生した。事故発生時の状況として

被害者が犬に手を出す又は犬の近くを通行する際に事故が発生していることが多く、発生

場所は公共の場所が多かった。こう傷事故のうち、犬の登録・狂犬病予防注射義務違反

及び係留義務違反のあった 16 件について始末書処分を行った。 

（２）動物愛護管理事業 

保健所では飼い犬、飼い猫等愛玩動物に係る苦情及び相談を受け付け、通報のあった

状況を確認するとともに、必要に応じて飼い主等の指導を行っている。  

令和 5 年度は苦情件数が 231 件、飼い主に対する指導及び相談者に対する助言が合

わせて 403 件あった。相談は犬猫ともに逸走が多く、苦情は、犬は鳴き声、猫は放し飼い

等による糞尿や住居等被害が多かった。 

犬猫の引取り相談の際に譲渡先探しの助言を行ったことから、令和 5年度の引取りは 1

件のみであった。 

第一種動物取扱業については登録事務と立入検査を、第二種動物取扱業については

届出事務及び立入検査を行い、動物の適正な取り扱い等について指導した。第一種動物

取扱業の事業所数は 170件前後で横ばいの傾向で、第二種動物取扱業は漸増傾向であ

った。 

管内の特定動物の飼養及び保管の許可数は、令和 3 年度からゼロとなっている。 

多頭飼養の届出について、届出事務及び立入調査を行い動物の適正な飼養等について
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指導・助言を行った。 

動物愛護教育の一環として実施していた犬のしつけ方教室は、令和 2 年度以降未開催

となっている。 

飼い主の登録と狂犬病予防注射について、管内の 3 市及び京葉地区獣医師会と連携

して、実施率の向上に努め、狂犬病予防対策の強化を図った。 

 

 

３ 環境衛生事業 

理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法及び公衆浴場法に基づく確認、許

可及び監視指導業務を行うとともに、営業者自らによる自主管理体制の強化を図り衛生管理の向

上に努めた。 

また、特定建築物、建築物における登録事業、動物の飼養又は収容施設、遊泳用プールの衛生

管理について法律、条例、要綱等に基づき監視、指導を行った。 

公衆浴場及び旅館・ホテル等入浴施設の適正管理推進のため「浴槽水等のレジオネラ属菌検査

実施要領」に基づき対象施設の管理状況調査及び浴槽水レジオネラ属菌検査を実施した。 

住居衛生に関しては衛生害虫やねずみについて同定等の調査、防除等に関する相談に応じた。 
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１ 食品衛生事業 （１）監視指導実施状況    表１－（１）－ア 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品営業施設の状況       (単位：件) 

区 分 

 

年度・業種 

施設数 

許可件数 
不許可 

件 数 

廃業 

件数 
監視件数 

無許可件

数  

指導票

交付 

処 分 件 数 

口頭説諭 
継続 新規 

許可 

取消 

営業 

禁止 

営業 

停止 
改善 

物品 

廃棄 
その他 

令 和 3 年 度 

令 和 ４ 年 度 

令 和 5 年 度 

3,744 

2,821 

2,035 

36 

0 

0 

72 

0 

0 

- 

- 

- 

1,094

923 

 786 

988(306) 

833(410) 

723(341) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

1(1) 

2(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

4(-) 

-(-) 

-(-) 

4(4) 

6(5) 

9(5) 
飲

食

店

営

業 

一 般 食 堂 ・ レストラン等 

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 

旅 館 

そ の 他 

小 計 

560 

130 

10 

706 

1,406 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

176 

48 

1 

251 

476 

154(29) 

74(56) 

2(0) 

173(33) 

403(118) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

-(-) 

1(-) 

2(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

1(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(1) 

-(-) 

5(2) 

6(3) 

菓 子 ( パ ン を 含 む ) 製 造 業 

乳 処 理 業 

特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業 

乳 製 品 製 造 業 

集 乳 業 

魚 介 類 販 売 業 

魚 介 類 競 り 売 営 業 

魚 肉 練 り 製 品 製 造 業 

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業 

缶 詰 又 は 瓶 詰 食 品 製 造 業 

喫 茶 店 営 業 

あ ん 類 製 造 業 

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業 

乳 類 販 売 業 

食 肉 処 理 業 

食 肉 販 売 業 

食 肉 製 品 製 造 業 

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 

食 用 油 脂 製 造 業 
マーガリン又はショートニング製造業 

み そ 製 造 業 

し ょ う ゆ 製 造 業 

ソ ー ス 類 製 造 業 

酒 類 製 造 業 

豆 腐 製 造 業 

納 豆 製 造 業 

麺 類 製 造 業 

そ う ざ い 製 造 業 

添 加 物 製 造 業 

食 品 の 放 射 線 照 射 業 

清 涼 飲 料 水 製 造 業 

氷 雪 製 造 業 

氷 雪 販 売 業 

230 

1 

0   

4 

0 

85 

0 

0 

11 

2 

105 

１ 

19 

- 

7 

96 

2 

1 

0 

0 

6 

2 

6 

1 

8 

0 

6 

28 

4 

0 

3 

1 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

95 

1 

0 

0 

0 

40 

0 

0 

7 

0 

92 

0 

10 

- 

3 

46 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

7 

2 

0 

0 

1 

- 

89(43) 

6(6) 

0 

5(5) 

0 

42(27) 

0 

0 

11(9) 

5(5) 

52(48) 

2(2) 

6(0) 

- 

2(2) 

41(22) 

3(3) 

3(3) 

0 

0 

2(1) 

4(4) 

10(10) 

0 

2(1) 

0 

0 

22(20) 

2(1) 

0 

8(8) 

3(3) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 

1(1) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(1) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

- 
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表１－（１）－イ 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品営業施設の状況       (単位：件) 

(注)：（ ）内は食品機動監視課の再掲

区 分 

 

年度・業種 

施設数 

許可件数 
不許可 

件 数 

廃業 

件数 
監視件数 

無許可

件数  

指導票

交付 

処 分 件 数 

口頭説諭 
継続 新規 

許可 

取消 

営業 

禁止 

営業 

停止 
改善 

物品 

廃棄 
その他 

令 和 3 年 度 

令 和 ４ 年 度 

令 和 5 年 度 

667 

1.291 

1,872 

0 

0 

0 

678 

673 

649 

- 

- 

- 

11 

49 

68 

739(-) 

785(19) 

871(92) 

2(-) 

2(-) 

3(-) 

-(-) 

2(-) 

3(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

2(-) 

-(-) 

3(-) 

1(-) 

-(-) 

9(5) 

飲 食 店 営 業 

調理の機能を有する自動販売機 

食 肉 販 売 業 

魚 介 類 販 売 業 

魚 介 類 競 り 売 り 営 業 

集 乳 業 

乳 処 理 業 

特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業 

食 肉 処 理 業 

食 品 の 放 射 線 照 射 業 

菓 子 製 造 業 

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業 

乳 製 品 製 造 業 

清 涼 飲 料 水 製 造 業 

食 肉 製 品 製 造 業 

水 産 製 品 製 造 業 

氷 雪 製 造 業 

液 卵 製 造 業 

食 用 油 脂 製 造 業 

み そ 又 は し ょ う ゆ 製 造 業 

酒 類 製 造 業 

豆 腐 製 造 業 

納 豆 製 造 業 

麺 類 製 造 業 

そ う ざ い 製 造 業 

複 合 型 そ う ざ い 製 造 業 

冷 凍 食 品 製 造 業 

複 合 型 冷 凍 食 品 製 造 業 

漬 物 製 造 業 

密 封 包 装 食 品 製 造 業 

食 品 の 小 分 け 業 

添 加 物 製 造 業 

1,574 

19 

31 

22 

0 

0 

1 

0 

8 

0 

130 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

0 

2 

0 

6 

0 

3 

41 

7 

1 

0 

4 

0 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

540 

8 

15 

9 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

44 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

13 

2 

1 

0 

2 

0 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

62 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

683(42) 

15(3) 

22(5) 

12(3) 

0 

0 

1(0) 

0 

4(1) 

0 

66(12) 

2(0) 

2(2) 

1(1) 

5(2) 

1(0) 

2(1) 

1(1) 

0 

1(0) 

0 

2(0) 

0 

1(1) 

22(3) 

12(9) 

1(0) 

0 

6(2) 

0 

7(4) 

2(0) 

2(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

2(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

2(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

3(1) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

1(1) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

2(1) 

3(2) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 

-(-) 
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表１－（１）－ウ 改正食品衛生法に基づく届出を要する食品関係営業施設の状況  

（単位：件) 

 

区 分 

 

 

年 度・業 種 

施

 

設

 

数 

監

視

件

数 

指
導
票
交
付 

処 分 件 数 口
頭
説
諭 

営

業

禁

止 

営

業

停

止 

物

品

廃

棄 

そ
の
他 

令 和 ３ 年 度 1,346 56(11) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

令 和 ４ 年 度 1,600 190(89) 1(-) -(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) 

令 和 ５ 年 度 1,796 213(160) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 2(-) 

旧許可業種

であった営

業 

魚介類販売業（包装済み

の魚介類のみの販売）  
38 3(2) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

食肉販売業（包装済みの

食肉のみの販売）  
46 6(5) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

乳 類 販 売 業 362 60(48) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

氷 雪 販 売 業  7 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

コ ッ プ式 自 動 販 売 機 

（ 自 動洗浄 ・ 屋内設置 ） 
260 19(19) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

販売業 

弁 当 販 売 業 19 1(0) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) 

野 菜 果 物 販 売 業 53 2(0) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

米 穀 類 販 売 業 23 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

通信販売・訪問販売によ

る販売業  
6 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 202 9(0) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

百 貨 店 、総 合 スーパー 116 58(49) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) 

自動販売機による販売業

（コップ式自動販売機（自

動洗浄・屋内設置）及び営

業許可の対象となる自動販

売機を除く。）  

173 16(16) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

その他の食料・飲料販売業  292 16(5) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

製 造 ・ 加

工業 

添加物製造・加工業(法

第 13 条第 1 項の規定に

より規格が定められた添

加物の製造を除く。) 

0 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

いわゆる健康食品の製

造・加工業  
1 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

コーヒー製造・加工業 (飲

料 の 製 造 を 除 く 。 ) 
21 2(2) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

農産保存食料品製造・加

工業  
2 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

調 味 料 製 造 ・ 加 工 業 2 2(2) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

糖 類 製 造 ・ 加 工 業 0 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

製 穀 ・ 製 粉 業 1 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

製 茶 業 2 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

海 藻 製 造 ・ 加 工 業  1 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

卵 選 別 包 装 業 1 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

その他の食料品製造・加工業  17 5(5) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

上記以外

のもの 

行 商 2 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

集 団 給 食 施 設 120 11(4) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

器具、容器包装の製造・

加工業（合成樹脂が使用

された器具又は容器包装

の製造、加工に限る。）  

13 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

露店、仮設店舗等におけ

る飲食の提供のうち、営

業とみなされないもの 

2 0 -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

そ の 他 14 3(3) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 
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表１－（１）－エ ふぐ営業施設の状況  （単位：件）  

区 分 

 

 

 

 

年度・業種  

施

設

数 

認

証

件

数 

不

認

証

件

数 

廃

止

件

数 

監

視

件

数 

 

指

導

票

交

付 

処 分 件 数 口 

頭 

説 

諭 
 

認

証

取

消 

営

業

禁

止 

営

業

停

止 

措

置 

そ

の

他 

令 和 ３ 年 度 25 - - - 2(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

令 和 ４ 年 度 26 2 - 1 8(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

令 和 ５ 年 度 25 - - 1 9(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

飲 食 店 営 業 25 - - 1 9(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

魚 介 類 販 売 業 - - - - 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

水産製品製造業 - - - - 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

複合型そうざい製造業  - - - - 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

複合型冷凍食品製造業 - - - - 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

そ の 他 - - - - 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

(注)：(  )内は食品機動監視課の再掲  
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（２）収去試験結果の状況  

表１－（２）－ア 食品等の収去試験状況  （単位：件） 

 

区 分 

 

 

 

年度・収去品目  

収

去

検

体

数 

不

適

検

体

数 

不 適 理 由  

細 

菌 

数 

大

腸

菌

群 

異

 

物 

添 
加 

物 
 

使

用

基

準 

法 

定 

外 
 

添 

加 

物 
そ 

の 

他 

令 和 ３ 年 度  63(63)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

令 和 ４ 年 度   68(68)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

令 和 ５ 年 度 102(102)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

魚 介 類   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

冷 

凍 

食 

品 

無加熱摂取冷凍食品   (-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-) -(-) 

凍結直前に加熱された
加熱後摂取冷凍食品  

  7(7)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-) -(-) 

凍結直前に未加熱の 

加熱後摂取冷凍食品 
  (-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-) -(-) 

生食用冷凍鮮魚介類   (-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-)  -(-) -(-) 

小 計   7(7)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

魚 介 類 加 工 品 

( 缶 詰 ･ 瓶 詰 を 除 く ) 
  (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

肉･卵類及びその加工品 

( 缶 詰 ･ 瓶 詰 を 除 く ) 
  6(6)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

乳 製 品   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

乳類加工品（アイスクリーム類  

を除き、マーガリンを含む） 
  (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

アイスクリーム類 ・ 氷 菓   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

穀 類 及 びその加 工 品 

(缶 詰 ・ 瓶 詰 を除 く ) 
  7(7)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

野菜類果物及びその加工品 

(缶 詰 ・ 瓶 詰 を除 く ) 
  2(2)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

菓 子 類   11(11)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

清 涼 飲 料 水   6(6)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

酒 精 飲 料   2(2)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

氷 雪   2(2)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

水   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

缶 詰 瓶 詰 食 品   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

そ の 他 の 食 品   55(55)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

添
加
物 

化学的合成品及びその製剤   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

そ の 他 の 添 加 物   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

器 具 及 び 容 器 包 装    4(4)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

お も ち ゃ   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

そ の 他   (-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-)   -(-) -(-) 

(注)：（ ）内は食品機動監視課の再掲
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表１－（２）－イ 乳類の収去試験の状況  (単位：件） 

(注)：(  )内は食品機動監視課の再掲  

 

（３）違反食品等発見状況  

表１－（３）違反食品等発見状況   (単位：件) 

区 分 

 

 

 

年度・条項 

県

内

産 

県

外

産 

計 

処 置 

廃

棄 

再

生

転

用 

適

正

改

善 

返

品

回

収 

在

庫

な

し 

令 和 3 年 度 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

令 和 4 年 度 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

令 和 5 年 度 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

6 条 1 号 (腐 敗 ･変 敗 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

2 号 (有 毒 ･有 害 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

3 号 (病原微生物 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

4 号 (不 潔 ･異 物 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

 小 計 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

12 条 ( 販 売 等 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

13 条 2 項 (基 準 ･規 格 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

13条 3項 ( 農 薬 等 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

19 条 ( 表 示 ) 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

食 品 表 示 法 第 ５ 条 0(-) 0(-) 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

(注)：(  )内は食品機動監視課の再掲  

 

区 分 

 

 

年度・収去品目 

収

去

検

体

数 

不

適

検

体

数 

不 適 理 由 備

考 

無

脂

乳 

固

形

分 

乳
脂
肪
分 

比

重 

酸

度 

細

菌

数 

大
腸
菌
群 

そ

の

他 

令 和 ３ 年 度 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

令 和 ４ 年 度 5(5) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

令 和 ５ 年 度 5(5) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

生 乳 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

牛 乳 4(4) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

部 分 脱 脂 乳 0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

加

工

乳 

乳脂肪分 3％以上  0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

乳脂肪分 3％未満  0(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  

そ の 他 1(1) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-)  
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（４）食中毒発生状況  

 

表１－（４）食中毒発生状況   （ 単位：件） 

区 分 

 

 

 

 

 

 

年 度 

発

生

数 

患

者

数 

死

亡

数 

原 因 食 品 病 因 物 質 備

考 

給

食 

会

食

料

理 

そ

の

他 

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー 

ノ
ロ
ウ

イ

ル

ス 
腸

管

出

血

性 

大

腸

菌

o
1

5
7
 

そ

の

他 

令 和 ３ 年 度 － － － － － － － － － －  

令 和 ４ 年 度 １ 28 － １ － － １ － － －  

令 和 ５ 年 度 １ 17 - - - 1 - 1 - -  

( 原 因 施 設 ) 習志野市 飲食店営業（弁当販売）施設 

 

（５）食品関係苦情処理状況 

 

表１－（５）食品関係苦情処理状況  （単位：件） 

区 分 

 

 

 

年度・分類 

総

数 

原 因 

異

物

混

入 

腐

敗

変

敗 

異

味

異

臭 

カ

ビ

発

生 

食

品

の
取

扱 

施

設

の
衛

生 

表

示 

そ

の

他 

令和３年度  43(6) 10(5) 1(1) 1(-) 1(-) 2(-) 9(-) 1(-) 18(-) 

令和４年度 81(-) 14(-) 1(-) 2(-) 1(-) 6(-) 17(-) 5(-) 35(-) 

令和５年度 84（2） 

） 

14(1) 3(-) 3(-) 3(-) 7(1) 13(-) 5(-) 36(-) 

魚介類及びその加工品  5(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 4(-) 

肉卵類及びその加工品  9(2) 3(1) 1(-) -(-) -(-) 3(1) -(-) -(-) 2(-) 

乳類及びその加工品  2(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) 

穀類及びその加工品  3(-) -(-) 1(-) -(-) 2(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

野菜･果物類及びその加工品  6(-) 2(-) 1(-) 2(-) -(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) 

菓 子 類  1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) -(-) 

清 涼 飲 料 水  2(-) 2(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 

その他 の食 品 38(-) 5(-) -(-) 1(-) -(-) 2(-) -(-) 4(-) 26(-) 

施 設 18(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) 1(-) 13(-)  -(-) 3(-) 

 (注)：(  )内は食品機動監視課の再掲  
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（６）免許資格等の交付届出状況 

 

表１－（６）製菓衛生師及びふぐ処理師免許交付状況  （単位：件） 

区分 

 

免許 

名 簿 

登 録 数 
交 付 転 入 返 納 転 出 再交付 

書 換 

交 付 

製菓衛生師 340 8    1 3 

ふぐ処 理 師 145    1   

 

（７）衛生教育実施状況 

 

表１－（７）衛生教育実施状況  （単位：件・人） 

対 象 者 回 数 受 講 者 数 

消 費 者 1(-) 36(-) 

食 品 等 事 業 者 15(２) 1076(285) 

(注)：(  )内は食品機動監視課の再掲 

 

 

２ 狂犬病予防事業及び動物愛護管理事業 

（１）犬による侵害防止対策 

 

表２－（１）－ア 捕獲・返還及びこう傷事故件数  （単位：件） 

区 分 

 

年 度 

捕獲 

頭数 

返還 

頭数 

こう傷事故件数 

こ う 傷 事 故 件 数 

総数 

飼い犬 
飼 い 主

不 明 犬 計 登 録 犬 未登録犬 

令和 3 年度 0 0 7 7 7 0 - 

令和 4 年度 0 0 19 19 19 0 - 

令和 5 年度 0 0 25 25 22 3 - 
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表２－（１）－イ こう傷事故発生時の状況  （単位：件） 

年 度 

区 分 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

発

生

時

の

状

況 

(

被

害

者

数

)
 

犬に手を出 した 2 8 7 

係留しようとした - - 2 

配達訪問等の際 - 2 4 

通 行 中 5 7 10 

遊 戯 中 - - 1 

そ の 他 - 2 1 

発

生

場

所 

(

件

数

)
 

犬 舎 等 の周 辺 - 2 6 

公 共 の 場 所 7 15 18 

そ の 他 - 2 1 

 

 

表２－（１）－ウ 行政措置状況  （単位：件） 

区 分 

年 度 

行 政 措 置 

告 発 措 置 命 令 始 末 書 

令和 3 年度 - - 4 

令和 4 年度 - - 6 

令和 5 年度 - - 16 

 

（２）動物愛護管理事業 

 

表２－（２）－ア 動物の飼養に関する指導・助言状況  （単位：件） 

区 分 

 

 

年度・動物種 

件

数 

内 訳 （ 重 複 あ り ） 

譲

渡 

不

妊 

去

勢 

疾

病 

飼

い

方 

引

取

り 

逸

走 

死

亡 

登

録 

注

射 

そ

の

他 

令和 3 年度 352 16 31 14 75 28 21

7 

25 13 10

9 令和 4 年度 414 45 38 1 81 32 17

2 

35 15 10

7 令和 5 年度 403 3 3 0 98 37 12

4 

3 2 13

6 犬 149 1 0 0 61 11 32 1 2 42 

猫 218 2 3 0 37 22 88 1 0 66 

そ の 他 36 0 0 0 0 4 4 1 0 28 
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表２－（２）－イ 動物による苦情届出状況  （単位：件） 

区 分 

 

年度・動物種  

件数 

内 訳 ( 重 複 あ り ) 

農作物･

家畜 

住居･ 

庭園 

捕獲 

依頼 
鳴き声 

汚物 

悪臭 
その他 

令和 3 年度 302 4 54 13 29 42 231 

令和 4 年度 246 0 62 25 44 56 106 

令和 5 年度 231 1 55 10 46 48 107 

犬 99 0 8 1 44 9 45 

猫 111 1 45 9 2 39 40 

そ の 他 21 0 2 0 0 0 22 

 

表２－（２）－ウ 犬・猫の引取り（保健所受理分）・負傷動物の収容状況  （単位：頭） 

区 分 

年 度 

犬・猫の引取り数 負傷動物収容数  

計 犬 猫 計 犬 猫 その他 

令和 3 年度 18 0 18 0 - - - 

令和 4 年度 0 0 0 0 - - - 

令和 5 年度 2 0 2 0 - - - 

 

表２－（２）－エ 第一種動物取扱業登録及び立入検査状況  （単位：件） 

業 種 

 

 

年 度 

事
業
所
数 

業 種 別 登 録 数 
立
入
検
査 

件
数 

販

売 
保管 

貸

出

し 

訓

練 

展

示 
競
り 

あ
っ
せ
ん 

譲

受

飼

養 

令 和 3 年 度 172 64 116 5 28 8 - - 79 

令 和 4 年 度 165 59 111 5 27 8 - - 72 

令 和 5 年 度 174 63 120 5 26 7 - - 90 

  

 

表２－（２）－オ 第二種動物取扱業届出及び立入検査状況  （単位：件） 

業 種 

 

年 度 

事
業
所
数 

業 種 別 届 出 数 立
入
検
査 

件
数 

譲
渡
し 

保
管 

貸
出
し 

訓
練 

展
示 

そ
の
他 

令 和 3 年 度 4 3 - - - 1 - 3 

令 和 4 年 度 5 4 - - - 1 - 2 

令 和 5 年 度 9 8 - - - 1 - 4 
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表２－（２）－カ 特定動物の飼養及び保管の許可数及び立入検査状況  （単位：件） 

科 目 

 

 

 

年 度 

総

数 

動 物 種 別 内 訳 立

入

検

査

件

数 

哺 乳 綱 鳥 綱 爬 虫 綱 

令和 3 年

度 

0 - - - - 

令和 4 年

度 

0 - - - - 

令和 5 年

度 

0 - - - - 

 

表２－（２）－キ 多頭飼養の届出状況  （単位：件） 

年 度 
届 出 

施設数 

飼養頭数別内訳 調 査 件 数  

合 計 

現地調査 

件 数 

立 入 

検 査 数 10～

30 

31～

60 

61～

90 

91～ 

令和 3 年度 22 22 - - - 4 - 4 

令和 4 年度 26 26 - - - 4 - 4 

令和 5 年度 26 25 1 - - 26 1 25 

（注）届出施設数は、犬又は猫を合わせて 10 頭以上飼養する届出済施設の総数を指す。 

 

表２－（２）－ク 動物愛護教育実施状況 

事 業 名 実 施 主 体 実施回数 内 容 受講者数 

- - 0 - - 

 

（参考）犬の登録・狂犬病予防注射等の実施状況  （単位：件） 

区 分 

 

年度・市町村  

原簿保有数 
登録 

申請数 

注射済票交付数 

計 集合 個別 

令 和 3 年 度 22,884 1,884 16,662 1,400 15,262 

令 和 4 年 度 22,829 1,722 16,140 2,007 14,133 

令 和 5 年 度 23,032 2,015 15,978 2,213 13,765 

習 志 野 市 6,765 538 5,111 354 4,757 

八 千 代 市 11,066 1,040 6,867 1,300 5,567 

鎌 ケ 谷 市 5,201 437 4,000 559 3,441 

（注）：犬の登録・狂犬病予防注射に係る事務は、平成 12 年度から市町村に権限移譲 
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３  環境衛生事業  

（１）生活衛生関係営業施設監視指導事 

 

表３－（１）－ア 施設数及び立入検査件数等の状況  （単位：件） 

区分 

 

年度・業種 

施 設 数 許認可件数 廃 止 件 数 
対 前 年 度 

増 減 

立 入 検 査 

件 数 

令和 3 年度 1,253 55 43 12 43 

令和 4 年度 1,252 45 46 △1 117 

令和 5 年度 1,255 51 48 3 240 

理 容 所 295 6 7 △1 50 

美 容 所 724(1) 42 19 23 90 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所 

小 計  177(7) - 19 △14 47 

洗 場 ・ 仕 上 場 61 - 5 - 14 

取 次 所  116(7) - 14 △14 33 

旅

館 

小 計  22 3 - 3 20 

旅館 ・ ホテル 16 - - - 20 

簡 易 宿 所 6 3 - 3 - 

下 宿  - - - - - 

公

衆

浴

場 

小 計  31 - 2 △1 27 

一般公衆浴場  1 - 1 - 27 

その他の公衆浴場 30 - 1 △1 - 

興 行 場 6 - 1 △1 6 

（注）１ 理容所・美容所の（ ）は移動理容所、移動美容所の再掲 

２ 取次所の（ ）は無店舗取次店の再掲 
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表３－（１）－イ 市町村別の施設数  （単位：件） 

区 分 

 

 

 

 

市町村 

理

容

所 

美

容

所 

クリーニング所 旅館 公衆浴場 
興

行

場 

施

設

数 
対

前

年

度

増

減 

小

計 

洗

場

・
仕

上

場 

取

次

所 

小

計 

旅

館

・
ホ
テ
ル 

簡

易

宿

所 

下

宿 

小

計 

一

般

公

衆

浴

場 

そ
の
他
公
衆
浴
場 

総 数 295 
724

(1) 

177 

(7) 
61 

116

(7) 
22 16 6 - 31 1 30 6 1,255 3 

習志野市 93 230 48 14 34 6 4 2 - 9 - 9 - 386 7 

八千代市 133 325 
89 

(7) 
27 

62 

(7) 
13 10 3 - 12 - 12 4 576 △9 

鎌ケ谷市 69 
169

(1) 
40 20 20 3 2 1 - 10 1 9 2 293 △2 

（注）（ ）は前表の（注）１、２と同じ 

 

 

表３－（１）－ウ 衛生講習会実施状況 

業種                                                         

 

 年度 

理 容 美 容 ク リーニング 旅 館 公衆浴場 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

令和 3 年度 - - - - - - - - - - 

令和 4 年度 1 47 - - - - - - - - 

令和 5 年度 2 60 - - - - - - - - 

 

 

表３－（１）－エ 旅館業無許可営業立入検査の状況 

年 度 立入検査件数 

令 和 3 年 度 - 

令 和 4 年 度 - 

令 和 5 年 度 - 
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（２）住宅宿泊事業監視指導事業 

 

表３－（２）施設数及び立入検査件数の状況 

年 度 施設数 立入検査件数 

令 和 3 年 度 56 1 

令 和 4 年 度 57 - 

令 和 5 年 度 64 - 

 

 

（３）化製場等施設監視指導事業 

 

表３－（３）施設数及び立入検査件数等の状況  （単位：件） 

区 分 施設数 許可件数 廃止件数 
対前年度

増減 

立入検査

件数 

令 和 3 年 度 31 3   1 3 11 

令 和 4 年 度 31 1 1 - 5 

令 和 5 年 度 32 2 1 1 19 

化 製 場 - - - - - 

魚 介 類 ・ 鳥 類 等 

製 造 貯 蔵 施 設 
- - - - - 

死 亡 獣 畜 取 扱 場 - - - - - 

畜 舎 ・ 家 き ん 舎 32 2 1 1 19 

死亡獣畜取扱場以外処理 - - - - - 
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（４）建築物の衛生的環境の確保に関する事業  

 

表３－（４）－ア 特定建築物数及び立入検査件数等の状況  （単位：件） 

年 度 施設数 届出件数 
非該当 

届出件数 

対前年 度 

増 減 

立入検査 

件 数 

令和 3 年度 86(18) 1(1) 1(-) -(1) 3 

令和 4 年度 88(19) 3(1) 1(-) 2(1) 12 

令和 5 年度 87(19) 1(-) 2(-) △1(-) 22 

興 行 場 2 - - - - 

百 貨 店 19 - - - - 

店 舗 18 - 1(-) - 3 

もっぱら事務所 9 1(-) - - 3 

その他の事務所 7 - - - １ 

学 校 18 - - - 10 

旅 館 4 - - - 4 

集 会 場 3 - - - - 

図 書 館 2 - - - - 

博 物 館 - - - - - 

美 術 館 - - - - - 

遊 技 場 5 - 1(-) - 1 

（注）（ ）内は、国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものの再掲  
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表３－（４）－イ 建築物管理事業の登録及び立入検査件数等の状況  （単位：件） 

業 種 

 

 

 

 

 

 

年度・区分 

総

数 

建

築

物

清

掃

業 

建

築

物

空

気

環

境

測

定

業 

建
築
物
空
気
調
和
用
ダ
ク
ト
清
掃
業 

建

築

物

飲

料

水

水

質

検

査

業 

建
築
物
飲
料
水
貯
水
槽
清
掃
業 

建

築

物

排

水

管

清

掃

業 

建
築
物
ね
ず
み
・
こ
ん
虫
等
防
除
業 

建
築
物
環
境
衛
生
総
合
管
理
業 

令和 3 年度 33 4 2 - 2 15 5 2 3 

令和 4 年度 31 3 2 - 2 14 5 2 3 

令和 5 年度 32 4 2 - 2 14 5 2 3 

登 録 7 1 - - 1 3 - 1 1 

期 限 満 了 6 - - - 1 3 - 1 1 

登 録 廃 止 - - - - - - - - - 

立入検査件数 7 - - - 2 3 - 1 1 

 

 

（５）遊泳用プールに関する事業 

 

表３－（５）遊泳用プール施設数及び施設調査件数  （単位：件） 

年 度 総施設数 営業用 事業用 その他 

令和 3 年度 36(17) 36(17) -(-) -(-) 

令和 4 年度       36（17） 36(17) -(-) -(-) 

令和 5 年度 35(17) 35(17) -(-) -(-) 

施設調査件数 20(13) 20(13) -(-) -(-) 

（注）（ ）内は、通年プールの施設数及び施設調査件数の再掲  
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（６）温泉法関係施設監視指導事業 

 

表３－（６）－ア 温泉掘削許可等の件数及び立入検査件数等の状況  （単位：件） 

年 度 

掘

削

許

可 

動

力

許

可 

可燃性天然ガス 利 用 施 設 

採

取

許

可 

確

認 

施

設

数 

許

可 

廃

止 
立
入
検
査
件
数 

令和 3 年度 - - - - 4 2 1 2 

令和 4 年度 - - - - 4 - - 3 

令和 5 年度 １ - - - 4 - - 4 

 

 

表３－（６）－イ 温泉利用施設の状況 

№ 温泉地名 利用施設数 泉 質 

1 
アパホテル八千代 

緑ケ丘駅前温泉 
1 ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉 

2 新習志野温泉 1 含よう素－ナトリウム－塩化物強塩泉 

3 湯河原温泉 2 ナトリウム・カルシウム－塩化物・硫酸塩温泉  

 

（７）感染症対策 

 

表３－（７）感染症対策調査の状況  （単位：件） 

年 度 調 査 数 

令 和 3 年 度 - 

令 和 4 年 度 8 

令 和 5 年 度 8 

 

（８）浄化槽通知受理事業 

 

表３－（８）浄化槽設置の状況  （単位：件） 

年 度 設 置 に係 る通 知 の受 理 

令 和 3 年 度 340 

令 和 4 年 度 237 

令 和 5 年 度 385 
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（９）苦情及び相談事業 

 

表３－（９）苦情及び相談等の状況  （単位：件） 

区 分 

 

種 別 

令和 3年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

総 数 380 421 549 

住居内空気環境 - 1 1 

水 道 施 設 5 3 - 

飲 用 井 戸 18 18 40 

衛 生 害 虫 24 16 30 

生活衛生関係

営 業 施 設 
283 240 303 

そ の 他 50 143 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


